
 

 

 

教育指導担当 

 

 

令和６年度港区学校教育推進計画「重点事業」の取組強化について 

 

 

報告内容 

  令和６年度港区学校教育推進計画「重点事業」の取組強化について報告します。 

 

 

１ 重点事業の取組強化について 

  教育委員会では、令和６年度から新たに「港区学校教育推進計画（改定版）」（計画後

期令和６年度から令和８年度）に取り組みます。 

  「港区学校教育推進計画」では１５の重点課題を定めており、このうち、計画前期（令

和３年度から令和５年度）では「いじめ防止推進事業の充実」、「健康な体づくり」、「環

境教育の充実」、「国際理解教育の充実」の４つを取組強化重点事業として設定しました  

計画後期である令和６年度から８年度までの３年間は、施策をより計画的に推進する

ことができるよう「基礎学力・活用力の習得」、「ＩＣＴを活用した学びの充実」、「教員

の働き方改革の推進」の３つを新たに取組強化重点事業として設定し、合計「７つの取

組強化重点事業」として、区立幼稚園、小・中学校における教育の更なる充実・発展を

図ります。 

 

 

２ 令和６年度の取組について 
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港区では、令和６年度から新たに「港区学校教育推進計画（改定版）」計画に取り組みます。計画後期である令和６年度から８年度までの３年間で、施策を計画的に推進することができるよう計画前期に取り組んだ「４つの取

組強化重点事業」に加え、新たに「３つの取組強化重点事業」を設定し、区立幼稚園、小・中学校における教育の更なる充実・発展を図ります。 

計画後期１年目の令和６年度は、令和５年度までの取組を拡充することから「国際理解教育の充実」、文部科学省が令和６年度を GIGA スクール構想集中推進期と位置付けていることから「ＩＣＴを活用した学びの充実」につ

いて、「特に強化する取組」を進めます。 ※「特に強化する取組」は、年度ごとに設定の見直しを行います。 ※各学校は事業ごとに数値目標を設定するなど、毎年取組について指標に基づいた検証を行います。  

 

 
  
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こ ど も ま ん な か 社 会」 の 実 現 に 向 け て 
「マイスクール PR コンペティション」、「子ども版学校評価」など、子どもたちの声を大切にする教育施策に取り組みます。 

令和６年度 港区学校教育推進計画「重点事業」の取組の強化について 令 和 ５ 年 １ 2 月 
学  校  教  育  部 

２. 後期計画で取組強化をする「７つ」の事業 

 
 
１.取組強化の概要 
  教員が教育活動に専念でき る時間を 確保し 、 充実し た学習指導や

生活指導を 行う こ と ができ るよう 、 教員の負担軽減などの環境作り
に取り 組み、 学校の教育力の向上を 図り ます。  

２.具体的な取組内容   
・ 定時退勤の取組推進や長期休業中の閉校（ 園） 期間の設定 
・ 業務負担軽減のための人材活用（ ・ 等）  
・ 区立幼稚園、 小・ 中学校でのリ モート ワーク 推進 
・ 校務支援システムなどのＤ Ｘ 活用 

「教員の働き方改革の推進」 

 
１.取組強化の概要 
  「 知識基盤社会」 で活躍でき る人材を 育成するため、 子ども の知

的好奇心を 高め、 主体的に学習に取り 組む姿勢を 育むと と も に、 個
に応じ た指導の充実を 図り 、 学力の向上、 論理的思考力、 判断力、
表現力の育成に取り 組みます。  

２.具体的な取組内容   
・ 少人数指導やＩ Ｃ Ｔ の整備活用等、 指導方法の工夫・ 改善 
・ 少人数指導推進のための小・ 中学校への講師の配置 
・ 小学校における教科担任制の導入 
・ 各種検定受験の奨励 

   

「基礎学力・活用力の習得」  知 
 
１.取組強化の概要 
  全国的に子ども の体力・ 運動能力の低下が指摘さ れる中、 一人ひ

と り の健康な体づく り を支援し 、 体力・ 運動能力を 伸長さ せるため
の教育を推進し ます。  

２.具体的な取組内容 
 ・ 学校の実態に合っ た特色ある「 一校一取組運動」  
 ・ ボルダリ ングウォ ールの活用 
  ・ MI NATOリ ズムダンスフ ェ スタ の開催 
  ・ 港区体力向上優秀校の表彰 

「健康な体づくり」 体 
 
１.取組強化の概要 
  子ども たちを 取り 巻く 生活環境が変化し 、 いじ めの様態が多様

化し ているこ と から 、 いじ めの未然防止に向けた取組を 強化する
こ と を 目的と し た事業の見直し を 行います。  

２.具体的な取組内容 
・「 いじ め防止講演会」 の開催 
・ 港区児童相談所や子ども 家庭総合支援セン タ ー等の関係機関と  

連携し たいじ めの未然防止の取組強化 
・ タ ブレッ ト 端末を 活用し たいじ め防止の啓発 
・ 心理検査（ hyper -QU） の電子化による対応の迅速化 

「いじめ防止推進事業の充実」 徳 

１. 学校教育推進計画 後期計画【令和６～８年度】（令和５年度改定版）に定められている重点事業 
●いじめ防止推進事業の充実 ●基礎学力・活用力の習得 ○学校図書館の充実 ●健康な体づくり ○特別支援教育の充実 ○特別支援教育体制の整備 ●ＩＣＴを活用した学びの充実 ●環境教育の充実 
○理数教育やＳＴＥＡＭ教育の推進 ○幼・小中一貫教育の推進 ○相談機能の充実 ○コミュニティ・スクールの推進 ●国際理解教育の充実 ○教員の指導力向上 ●教員の働き方改革の推進 

 
 
１.取組強化の概要 

  変化の激し い社会を生き抜く 力を養う ために、 Ｉ Ｃ Ｔ を適切に活用し た学習活動の充実を図

り 、 子ども たちの発達の段階に応じ た、 Ｉ Ｃ Ｔ 活用能力（ 情報モラ ルを含む。） を育成し ます。  

２.具体的な取組内容   

  ・ 学習者用タ ブレッ ト 端末を活用し た協働的な学びの推進 

  ・ 発達段階に応じ た情報モラ ル教育の実施 

   ・ プログラ ミ ング教育の推進 

  ・ Ｉ Ｃ Ｔ 教育に関する教員研修の充実 

  ・ デジタ ル教科書などＩ Ｃ Ｔ 機器の活用推進 

「ＩＣＴを活用した学びの充実」  
 
１.取組強化の概要 
  グローバル化の更なる進展により 、 国際社会に対応できる真の国際人の育成が求めら れ

ているこ と から 、 英語によるコ ミ ュ ニケーショ ン能力の育成や、 自国や他国の文化につい
て学ぶ機会の充実に取り 組む国際理解教育を、 一層推進し ます。  

２.具体的な取組内容   
 ・「 国際科」「 英語科国際」 の指導の実態把握及び国際理解教育に資する授業改善 
 ・ 幼児期から の一貫し た国際理解教育 
 ・ 中学校での海外修学旅行に向けた取組の充実 
 ・ オンラ イ ン放課後英会話教室等、 タ ブレッ ト 端末を活用し た英語教育の充実 
 ・ 大使館と の交流の充実 

「国際理解教育の充実」 

令和６年度 特に取組強化する ２事業 

７つの重点をとおして、「徳」「知」「体」を育む学びを推進し、 

未来を切り拓いて生き抜く力を育成することで、 

夢と生きがいをもち、自ら学び、 

考え、行動し、未来を創造する子ども 

 
を目指します。 

 
 
１.取組強化の概要 
  環境教育は、 SDGs の視点から も 持続可能な社会の創り 手と なる

子ども たちにと っ て重要であるこ と から 、 ビオト ープや学校の敷地
内外の自然環境を 活用し た教育を充実さ せていき ます。  

２.具体的な取組内容 
 ・ 学校の敷地内外の自然環境やビオト ープを活用し た環境教育の 

実施（ 各教科における取組、 企業と 連携し た取組等）    
・ みなと 子ども エコ アク ショ ン事業の取組強化 
・ 若手教員研修での環境教育の研修開催 

「環境教育の充実」 

別紙１ 


